
議案第６７号 

 

三田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて 

 

三田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

平成２２年８月３１日提出 

 

三田市長 竹 内 英 昭    

 



三田市条例第  号 

 

三田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

三田市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年三田市条例第１９号）の一部を

次のように改正する。 

付則第５条第７項第１号中「若しくは第４号」を「、第５号若しくは第１０号」

に改め、同項第２号中「第４条第２項第３号」の次に「、第８号、第９号又は第１

３号」を加える。 

付 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の三田市消防団員等公務災害補償条例付則第５条第７項

の規定は、平成２２年８月１日から適用する。 


